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埼玉県立川越高等技術専門校 

令和７年度入校生に係る入校試験 

 

＜ 第二志望制度のお知らせ ＞ 

 

 

 

 

 第二志望制度とは  
 

  令和７年度入校生に係る入校選考の願書受付終了時点において、応募者が募集定員

に達しない科があった場合、その科への第二志望を認めます。 

 なお、第二志望科に応募したことによる、第一志望科の合否への影響はありません。 

 

 第二志望科に応募できる方  
 

 第二志望に応募できるのは、応募者が募集定員を上回る科に出願した方に限ります。 

 

 いつ応募するのか  
 

 第二志望科への応募の意思確認は、一般選考当日に行います。 

 

 

 ご不明な点は、本校窓口へ直接、または電話等でお問い合わせください。 
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